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1 贈与に関する改正点

現行法にはない新た

な規定 現行法を改正した規定

2 無償契約への準用について

贈与契約を無償契約の典型例とし

て、贈与契約に関する規定を、その性質に反しない限り、

他の無償契約に準用するという規定をおく

各種の無償契約の規定において、必要に応じ

て個別的に準用するという提案

特別連載

民法（債権法）改正
の個別論点とその問題点Vol.11

Ⅰ 贈与
民法改正問題特別委員会 委員　奥 津 　 周
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3 受贈者の背信行為による解除

受贈者に一定の背信行為があっ

た場合には、贈与者からの解除を認める

解除が認められるケース

4 贈与者の瑕疵担保責任

目的物に著しい瑕疵

があった場合には、解除の一般規定【3.1.1.77】によっ

て解除が可能

目的物に瑕疵があった場合の追完

請求権 瑕

疵のない物の履行をすることが贈与の趣旨に照らして贈

与者に合理的に期待できないとき」には追完請求権は認

められない
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1 はじめに

2 無資力要件の内容を債務超過に限定
することについて

無資力要件を明確化

する観点から、その内容を債務超過と明記

3 債務消滅行為等の取扱いについて

1

両論併記の提案

〔甲案〕 　期限前弁済等の非義務行為たる債務消滅行
為等であって、かつ、債務者と受益者が通謀
してその債権者だけに優先的に債権の満足を
得させる意図で行なった場合に限定して取消
対象とする。

〔乙案〕 　債務消滅行為等は取消対象から除外する。

［注1］　なお、過大な代物弁済は性質上財産減少行為と捉えられるから取消
対象となります。また、新規債務のための担保供与行為（同時交換的取引）
は行為の当時の債権者の平等を害さないから取消対象となりません。この
点、いずれも倒産法上の否認権と同じ扱いです。

Ⅱ 詐害行為取消権
民法改正問題特別委員会 副委員長　赫 　 高 規
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4 債務者を被告にすべきこと、及び、現
行判例の相対的取消の否定について

詐害行為取消訴訟では債務者を被告に

すべき 取消判決の効力は債務者にも及ぶ

5 事実上の優先弁済の否定・制限と債権
者のインセンティブ確保について

1

① 　財産の回復方法については、受益者が債務者に
返還するよう請求すべきものとするほか、対象財
産が金銭その他の動産であるときは、これに代え
て、債権者への交付もしくは供託を請求すること
ができるものとする。
② 　債務者に回復された財産に対しては、すべての
債権者が強制執行または担保権の実行をすること
ができる。取消債権者が受益者から金銭等動産の
交付を受けたときは、いわゆる事実上の優先弁済
を制限する（詳細は下記4③④）。
③ 　受益者が、取消対象行為により債務者に対し反
対給付をしていたときは、当該反対給付の価額償
還請求権が認められ、受益者は、回復された財産
につき特別の先取特権を有し同請求権の優先弁済
を受ける。
④ 　債務消滅行為が取消された場合は、受益者の債
権は復活する。

2

［注2］　なお、現行法でも、逸出財産が不動産である場合は、債務者のもとへ
これを回復し、不動産競売によりこれに対する権利行使をするのが原則と
なっています。
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3

4 基本方針は、逸出財産が金銭その他の動

産である場合の回復・換価分配の方法

① 　取消債権者は、受益者に対し、債務者への交付
に代えて、自己への交付を請求し、
② 　詐害行為取消訴訟の勝訴判決（債務名義）に基
づき、一旦、受益者から取消債権者に、金銭等を
返還させ、（受益者が任意の返還に応じない場合は、
受益者財産の強制執行により実現することになる）

そのうえで、
③ 　債務者の取消債権者に対する金銭等の返還請求
権を、被保全債権についての債務名義に基づき、
差し押さえる。

または、
④ 　取消債権者が当該金銭の交付を受けたとき等か
ら〔3か月 /1か月〕の経過を待って、それまでに
取消債権者を第三債務者とする差押えが他の債権
者からなされない場合に限り、相殺をして回収する。

5
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① 　取消債権者は、受益者に対し、金銭等の債務者
への交付を求める訴訟を提起するとともに、取消
訴訟によって認められる債務者の受益者に対する
金銭の支払請求権の仮差押え（ないし受益者のも
とにある動産の占有移転禁止仮処分）をなし、
② 　取消訴訟の勝訴判決確定後直ちに、債務者の受
益者に対する金銭等の支払（引渡）請求権を差押
え［注 3］、

③ 　差押命令送達後 1週間で取立権を得て、受益者
が任意の履行に応じれば取立てを完了できる。
　 　受益者が任意の履行に応じない場合は、例えば
転付命令を得れば、他の債権者が執行手続に参加
する機会を奪うことができる。その後時間をかけ
てでも、受益者財産の強制執行により被保全債権
を回収すればよい。

6

［注3］　動産引渡請求権の差押手続については民事執行法163条参照。

6 その他
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① 　相当価格での不動産処分等、相当対価を取得してした行為の取消要件について、債務者による隠匿等の処分の
おそれ等の要件を設け、受益者が債務者の親族等の内部者であるときの受益者の悪意の推定規定を設ける等、倒
産法上の否認権と同様の規定を設ける（【3.1.2.11】）。
② 　倒産法上の否認権の場合と同等に、詐害行為が無償行為等である場合に受益者の主観的要件を不要とする
（【3.1.2.13】）。
③ 　転得者に対する取消しは、倒産法上の否認権の場合と同様に、詐害の事実について転得者のみならず受益者の
悪意、転々譲渡があった場合にはさらに全ての中間者の悪意も要求する（【3.1.2.18】）。
④ 　取消債権者は、回復された財産について、詐害行為取消訴訟に関する費用償還請求権の優先的弁済を受ける権
利を有する（【3.1.2.17】）。
⑤ 　詐害行為取消権の行使期間は、債権者が詐害行為の事実を知ったときから2年、または、行為のときから10
年とし、時効中断・停止事由は適用・準用しない（【3.1.2.20】）。

1 要物契約から諾成契約への転換

諾成主義の原則

諾成的

合意により契約が成立する

使用貸借の両当事者に引渡前

解除権（【3.2.5.02】）を認め、無償契約における拘束

力の緩和を図る提案

慎重な検討を要する

2 目的物についての貸主の責任

貸主は責任を負わない

Ⅲ 使用貸借
民法改正問題特別委員会 副委員長　橋 田 　 浩
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2案を提案

1 スケジュール

平成23年

4月には、中間論点整理を公表

2 審議の状況

［注4］　加藤雅信「民法典はどこにいくのか－その1　法制審の議論に見る
民法典改悪への懸念」法律時報82巻9号86頁

Ⅳ  民法（債権法）改正の法制審議会における 
議論状況について

 法制審議会民法（債権関係）部会 委員／民法改正問題特別委員会 副委員長　中 井 康 之



月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2010.8　35

特別連載
OBA MJ 民法（債権法）改正

の個別論点とその問題点Vol.11

「言うべきことはきちんと言う」と

の基本姿勢

3 弁護士会の体制

日弁連の意見、単位会の意見を虚心坦懐にお聞

きし、弁護士会の総意を審議に反映させたい

論点から

漏れているものがあればご指摘いただき追加論点に加え

るとともに、論点として取り上げるべきでない点が仮に

あれば、この段階で改正検討対象から除外することを提

案

4 よりよい契約社会を実現するために

国民生活と取引関係を規律する

基本法 財産の保護と取引関係の保護

の利益が対立
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5 お願い

大阪弁護士会の皆さんの知恵と経験が

絶対的に必要

1

来し方 行く末

2
来し方

1　現行民法（債権法）が施行後110年余り抜本的改正

なく今日に至っていること

2　2006年（平成18年）1月、法務省が債権法の抜本的

見直しに着手することを公表したこと

3　2009年（平成21年）4月、民法（債権法）改正検討委

員会が「債権法改正の基本方針」（別冊NBL126号）を

公表したこと

Ⅴ 特別連載を終えて
民法改正問題特別委員会 事務局長　田 仲 美 穗
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4　2009年（平成21年）10月、大阪弁護士会が「意見書

－民法（債権法）改正について－」を法務大臣に提出し

たこと

5　2009年（平成21年）11月から、法制審議会民法（債

権関係）部会において、審議が始まったこと

6　当会の中井康之会員が法制審議会民法（債権関係）

部会の委員に就任していること

3
行く末
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1　法務省は、2011年（平成23年）4月に、中間的な論

点整理を公表する予定であること（パブリックコメン

トの手続へ）

民法改正ご意見箱

2　論議を尽くさないまま、立法作業が早々に進んでし

まうおそれがあること

3　民法改正問題特別委員会の今後の活動予定につ

いて

情報収集と調査・研究 大阪弁

護士会としての意見のとりまとめと公表

会員への情報提供


